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本
稿
は
、
元
末
明
初
の
儒
者
の
劉
基
が
作
成
し
た
寓
言
書
の
『
郁
離
子
』
の
訳
註
の
一
部
で
あ
る
。
現
存
す
る
も
っ
と
も
早

い
版
本
の
成
化
六
年
本
『
誠
意
伯
劉
先
生
文
集
』
に
あ
る
「
郁
離
子
」
（
『
文
集
』
巻
二
か
ら
巻
四
）
を
底
本
と
し 

、
同
じ

版
本
系
統
の
正
徳
十
四
年
本
（
「
正
徳
本
」
と
略
称
）
・
嘉
靖
七
年
本
（
「
嘉
靖
甲
本
」
と
略
称
）
、
お
よ
び
別
版
本
系
統
の

嘉
靖
三
十
五
年
本
（
「
嘉
靖
乙
本
」
と
略
称
）
・
隆
慶
六
年
本
（
「
隆
慶
本
」
と
略
称
）
を
参
照
し
、
校
勘
を
行
う
。
他
の
資

料
を
参
照
し
、
難
解
な
字
句
に
対
し
て
注
を
施
す
。
現
代
語
訳
は
白
帝
社
よ
り
二
〇
〇
七
年
に
出
版
さ
れ
た
鈴
木
敏
雄
氏
の

『
郁
離
子
全
訳
』
も
参
考
に
し
た
。
な
お
、
劉
基
及
び
そ
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
元
代
に
お
け
る
劉
基
の
境
遇
と
華
夷

思
想
」
（
『
三
國
志
研
究
』
二
十
号
、
二
〇
二
五
年
）
を
参
照
。 

  
 
 

八
駿
（
八
頭
の
駿
馬
） 

 
 
 
1.11
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原
文 

 
穆
天
子
得
八
駿
以
造
王
母
、
歸
而
伐
徐
偃
王
、
滅
之
、
乃
立
天
閑
・
内
・
外
之
厩
。
八
駿
居
天
閑
、
食
粟
日
石
。
其
次
乘
居

内
厩
、
食
粟
日
八
斗
。
又
次
居
外
厩
、
食
粟
日
六
斗
。
其
不
企
是
選
者
爲
散
馬
、
散
馬
日
食
粟
五
斗
。
又
下
者
爲
民
馬
、
弗
齒

於
官
牧
。
以
造
父
爲
司
馬
、
故
天
下
之
馬
無
遺
良
、
而
上
下
其
食
者
莫
不
甘
心
焉
。
穆
王
崩
、
造
父
卒
、
八
駿
死
。
馬
之
良
駑

莫
能
差
、
然
後
以
産
區
焉
。
故
冀
之
北
土
純
色
者
爲
上
乘
、
居
天
閑
、
以
駕
王
之
乘
輿
。
其
厖
爲
中
乘
、
居
内
厩
、
以
備
乘
輿

之
闕
、
戎
事
用
之
。
冀
及
濟
河
以
北
、
居
外
厩
、
諸
侯
及
王
之
公
卿
・
大
夫
及
使
于
四
方
者
用
之
。
江
淮
以
南
爲
散
馬
、
以
遞

傳
服
百
役
、
大
事
弗
任
也
。
其
士
食
亦
視
馬
高
下
、
如
造
父
之
舊
。
及
夷
王
之
季[

一]

年
盜
起
、
内
厩
之
馬
當
服
戎
事
、
則
皆

飽
而
驕
、
聞
鉦
鼓
而
辟
易
、
望
旆
而
走
、
乃
參
以
外
厩
。
二
厩
之
士
不
相
能
。
内
厩
曰
：
「
我
乘
輿
之
驂
服
也
。
」
外
厩
曰
：

「
爾
食
多
而
用
寡
、
其
奚
以
先
我
？
」
爭
而
聞
于
王
。
王
及
大
臣
皆
右
内
厩
。
既
而
與
盜
遇
、
外
厩
先
、
盜
北
、
内
厩
又
先
、

上
以
爲
功
。
於
是
外
厩
之
士
馬
俱
懈
。
盜
乘
而
攻
之
、
内
厩
先
奔
、
外
厩
視
而
弗
救
、
亦
奔
、
馬
之
高
足
驤
首
者
盡
沒
。
王
大

懼
、
乃
命
出
天
閑
之
馬
。
天
閑
之
馬
實
素
習
吉
行
、
乃
言
于
王
而
召
散
馬
。
散
馬
之
士
曰
：
「
戎
事
尚
力
、
食
充
則
力
強
。
今

食
之
倍
者
且
不
克
荷
、
吾
儕
力
少
而
恆
勞
、
懼
弗
肩
也
。
」
王
内
省
而
慚
、
慰
而
遣
之
、
且
命
與
天
閑
同
其
食
，
而
廩
粟
不
繼
、

虛
名
而
已
。
於
是
四
馬
之
足
交
于
野
、
望
粟
而
取
。
農
不
得
植
、
其
老
羸
皆
殍
、
而
其
壯
皆
逸
入
于
盜
、
馬
如
之
。
王
無
馬
、

不
能
師
、
天
下
蕭
然
。 

 

校
勘 
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  [

一]

「
季
」
、
底
本
は
「
李
」
に
作
る
が
、
誤
。
各
校
本
に
従
っ
て
訂
正
す
る
。 

 

訓
読 穆

天
子
、
八
駿
（
１
）
を
得
て
以
て
王
母
に
造い

た

り
、
帰
り
て
徐
偃
王
を
伐
ち
、
之
を
滅
ぼ
し
（
２
）
、
乃
ち
天
閑
・
内
・
外

の
厩
を
立
つ
。
八
駿
は
天
閑
に
居
り
、
粟
を
食
ら
ふ
こ
と
日
に
石
。
其
の
次
の
乗
は
内
厩
に
居
り
、
粟
を
食
ら
ふ
こ
と
日
に
八

斗
。
又
た
其
の
次
は
外
厩
に
居
り
、
粟
を
食
ら
ふ
こ
と
日
に
六
斗
。
其
れ
是
の
選
ば
ん
に
企

つ
ま
だ

た
ざ
る
者
は
散
馬
と
為
し
、
散
馬

は
日
に
粟
を
食
ら
ふ
こ
と
五
斗
。
又
た
下
な
る
者
は
民
馬
と
為
し
、
官
牧
に
齒か

ま
せ
ず
。
造
父
（
３
）
を
以
て
司
馬
と
為
し
、

故
に
天
下
の
馬
、
遺
す
良
無
く
、
而
し
て
上
下
に
其
の
食
は
せ
し
む
者
は
甘
心
せ
ざ
る
莫
し
。 

穆
王
崩
じ
、
造
父
卒
し
、
八
駿
死
す
。
馬
の
良
駑
、
差
ふ
る
能
ふ
も
の
莫
し
。
然
る
後
に
産
を
以
て
区
す
。
故
に
冀
の
北
土
、

純
色
な
る
者
は
上
乗
と
為
し
、
天
閑
に
居
り
、
以
て
王
の
乗
輿
を
駕
す
。
其
の
厖
な
る
を
中
乗
と
為
し
、
内
厩
に
居
り
、
以
て

乗
輿
の
闕
を
備
え
、
戎
事
に
之
を
用
ふ
。
冀
及
び
済
河
以
北
は
外
厩
に
居
り
、
諸
侯
及
び
王
の
公
卿
・
大
夫
及
び
四
方
に
使
ひ

す
る
者 

之
を
用
ふ
。
江
淮
以
南
は
散
馬
と
為
し
、
遞
伝
を
以
て
百
役
に
服
し
、
大
事
に
は
任
ぜ
ず
。
其
の
士
の
食
も
亦
た
馬

の
高
下
を
視
る
こ
と
、
造
父
の
旧
の
如
し
。 

夷
王
（
４
）
の
季
年
に
及
び
て
盗 

起
こ
る
。
内
厩
の
馬
、
戎
事
に
服
す
べ
き
に
当
た
り
て
、
則
ち
皆 

飽
い
て
驕
り
、
鉦

鼓
を
聞
き
て
辟
易
し
、
旆
を
望
み
て
走
れ
ば
、
乃
ち
参ま

じ

ふ
る
に
外
厩
を
以
て
す
。
二
厩
の
士 

相
能
く
せ
ず
。
内
厩
曰
く
、

「
我
は
乗
輿
の
驂
服
な
り
。
」
と
。
外
厩
曰
く
、
「
爾 

食
多
く
し
て
用
寡
し
。
其
れ
奚
ぞ
以
て
我
に
先
だ
た
ん
。
」
と
。
争
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ひ
て
王
に
聞
こ
ゆ
。
王
及
び
大
臣 

皆
内
厩
を
右
と
す
。
既
に
し
て
盗
に
遇
い
、
外
厩 

先
ん
じ
、
盗 

北
く
。
内
厩
又
た
先

ん
じ
て

上
た
て
ま
つ

り
功
と
為
す
。
是
に
於
ひ
て
外
厩
の
士
・
馬 

俱
に
懈
る
。
盗 

乗
じ
て
之
を
攻
め
、
内
厩 

先
ず
奔
り
、
外
厩 

視
て
救
は
ず
、
亦
た
奔
り
、
馬
の
高
足
・
驤
首
な
る
者
す
ら
尽
く
没
す
。 

王 

大
い
に
懼
れ
、
乃
ち
天
閑
の
馬
を
出
さ
ん
こ
と
を
命
ず
。
天
閑
の
馬
、
実
に
素
よ
り
吉
行
の
み
習
ひ
、
乃
ち
王
に
言
い

て
散
馬
を
召
す
。
散
馬
の
士
曰
く
、
「
戎
事
は
力
を
尚
ぶ
。
食
充
つ
れ
ば
則
ち
力
強
し
。
今
食
の
倍
な
る
者
す
ら
且
つ
荷
ふ
こ

と
克あ

た

は
ず
。
吾わ

れ

儕ら 

力
少
な
く
し
て
恒
に
労
す
。
肩た

へ
ざ
る
こ
と
を
懼
る
。
」
と
。 

王 

内
省
し
て
慙
ぢ
、
慰
め
て
之
を
遣
り
、
且
つ
命
じ
て
天
閑
と
其
の
食
を
同
じ
く
せ
し
む
。
而
し
て
廩
粟 

継
が
ず
、
虚

名
の
み
。
是
に
於
ひ
て
四
つ
の
馬
の
足 

野
に
交
は
り
、
粟
を
望
み
て
取
る
。
農 

植
う
を
得
ず
、
其
の
老
羸
は
皆 

殍
え
、

其
の
壮
は
皆 

逸
し
て
盗
に
入
り
、
馬
も
之
の
如
し
。
王 

馬
無
く
し
て
師

い
く
さ

す
る
能
わ
ず
、
天
下
蕭
然
た
り
。 

 

注 

（
１
）
八
駿
：
『
穆
天
子
伝
』
に
よ
る
と
、
八
駿
は
毛
色
で
赤
驥
・
盗
驪
な
ど
と
名
付
け
ら
れ
、
東
晋
王
嘉
の
『
拾
遺
記
』

で
は
絶
地
・
飜
羽
な
ど
と
、
馬
の
能
力
や
特
徴
で
名
付
け
ら
れ
る
。 

（
２
）
『
穆
天
子
伝
』
に
よ
る
記
事
で
あ
る
。 

（
３
）
造
父
：
周
穆
王
の
御
者
で
、
「
趙
」
氏
の
祖
先
と
さ
れ
る
人
物
。
『
史
記
』
趙
世
家
を
参
照
。 

（
４
）
夷
王
：
周
穆
王
の
曾
孫
。
諸
侯
が
周
王
朝
を
離
反
す
る
時
代
に
あ
た
る
君
主
で
、
虢
国
を
派
遣
し
戎
狄
を
討
っ
た
功

 
 

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想 

第
34
号 



- 279 - 

績
も
そ
の
時
代
背
景
が
反
映
さ
れ
る
。
『
史
記
』
巻
四 

周
本
紀
に
は
「
自
是
荒
服
者
不
至
」
と
あ
り
、
范
曄
『
後
漢
書
』
巻

八
十
七 

西
羌
伝
第
七
十
七
に
は
「
夷
王
衰
弱
、
荒
服
不
朝
」
と
記
述
し
て
い
る
。 

 

現
代
語
訳 

 

（
周
の
）
穆
天
子
は
、
八
つ
の
駿
馬
を
手
に
入
れ
て
西
王
母
を
訪
ね
た
。
帰
っ
た
後
に
、
徐
偃
王
を
伐
っ
て
徐
国
を
滅
ぼ
し
、

天
閑
の
厩
・
内
厩
・
外
厩
を
作
っ
た
。
八
頭
の
駿
馬
は
天
閑
の
厩
で
飼
育
し
、
食
料
は
一
日
あ
た
り
穀
物
一
石
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
次
ぐ
馬
は
内
厩
に
置
き
、
食
料
は
一
日
あ
た
り
八
斗
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
に
次
ぐ
馬
は
内
厩
に
置
き
、
食
料
は
一
日
あ

た
り
六
斗
で
あ
っ
た
。
（
三
つ
の
厩
に
入
ら
れ
る
ほ
ど
に
）
及
ば
な
い
馬
は
散
馬
と
い
い
、
散
馬
は
一
日
あ
た
り
五
斗
の
穀
物

に
与
え
ら
れ
た
。
散
馬
以
下
の
馬
は
民
馬
と
し
、
つ
ま
り
天
子
所
有
の
牧
草
地
に
入
れ
さ
せ
な
い
馬
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
造

父
は
司
馬
の
官
に
任
命
さ
れ
た
た
め
、
天
下
の
良
馬
は
全
部
朝
廷
に
網
羅
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
差
等
の
馬
を
飼
う
人
に
も
不
満

を
抱
く
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
。 

し
か
し
穆
王
の
死
後
、
造
父
も
亡
く
な
り
、
八
駿
も
死
ん
だ
。
そ
の
後
は
馬
の
良
し
悪
し
の
見
分
け
が
で
き
な
く
な
り
、
産

地
に
よ
っ
て
区
分
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
冀
州
の
北
方
で
生
ま
れ
、
毛
色
が
揃
っ
て
い
る
馬
を
上
等
と
し
、
天
閑
に

入
れ
て
、
王
の
車
を
引
か
せ
た
。
毛
並
み
が
粗
く
混
じ
っ
た
も
の
は
中
等
と
し
て
内
厩
に
入
れ
、
王
の
車
の
補
充
や
軍
事
に
使

っ
た
。
冀
州
お
よ
び
済
河
以
北
の
馬
は
外
厩
に
入
れ
、
諸
侯
・
王
の
高
官
・
四
方
へ
の
使
者
な
ど
が
用
い
た
。
江
淮
以
南
の
馬

は
散
馬
と
し
、
郵
便
や
雑
役
に
当
て
、
重
要
な
役
割
に
は
用
い
な
か
っ
た
。
馬
を
扱
う
者
の
待
遇
も
馬
の
上
下
に
よ
っ
て
決
め
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ら
れ
、
造
父
の
頃
の
制
度
を
引
き
継
い
で
い
た
。 

（
穆
王
の
玄
孫
の
）
夷
王
の
末
年
、
盗
賊
が
蜂
起
し
た
。
本
来
軍
役
に
就
く
べ
き
内
厩
の
馬
は
、
日
頃
の
待
遇
が
良
く
食
べ

過
ぎ
て
驕
り
、
戦
の
鐘
の
音
を
聞
く
と
逃
げ
腰
に
な
り
、
敵
の
旗
を
見
た
だ
け
で
走
り
出
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
外
厩
の
馬

と
混
ぜ
て
使
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
内
厩
と
外
厩
の
担
当
者
た
ち
は
互
い
に
う
ま
く
行
か
ず
、
争
い
と
な
っ
た
。
内
厩
の

者
は
言
っ
た
、
「
わ
が
内
厩
の
馬
は
王
の
車
を
引
く
名
馬
だ
ぞ
。
」
と
。
外
厩
の
者
は
反
論
し
た
、
「
お
前
た
ち
は
食
う
量
が

多
い
の
に
働
き
が
少
な
い
。
ど
う
し
て
我
々
よ
り
先
に
立
て
る
の
か
。
」
と
。
そ
の
争
い
は
王
の
耳
に
届
き
、
王
も
大
臣
も
内

厩
を
優
遇
し
た
。
や
が
て
盗
賊
と
戦
う
こ
と
に
な
り
、
外
厩
の
馬
が
先
に
突
撃
し
、
盗
賊
は
敗
北
し
た
。
内
厩
は
そ
れ
で
先
を

越
し
て
功
績
を
上
奏
し
、
手
柄
を
奪
い
取
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
外
厩
の
馬
も
人
も
や
る
気
を
失
っ
て
し
ま
い
、
盗
賊
は
そ
の

隙
を
突
い
て
攻
撃
し
、
内
厩
は
ま
た
先
に
逃
げ
、
外
厩
も
そ
れ
を
見
て
助
け
ず
に
逃
げ
た
。
足
が
速
く
、
頭
を
高
く
上
げ
て
走

る
名
馬
さ
え
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。 

王
は
大
い
に
恐
れ
、
天
閑
の
名
馬
を
出
す
よ
う
と
命
じ
た
。
し
か
し
天
閑
の
馬
は
ふ
だ
ん
吉
事
の
時
し
か
使
わ
れ
ず
、
（
戦

い
に
慣
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
）
王
に
進
言
し
て
、
散
馬
を
召
集
さ
せ
た
。
散
馬
の
士
は
言
っ
た
、
「
戦
い
は
力
が
大
事
で

す
。
食
事
が
十
分
な
ら
力
も
強
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
今
は
食
料
が
倍
の
馬
で
さ
え
支
え
ら
れ
な
か
っ
た
状
況
で
す
。
我
々

は
（
食
も
少
な
く
、
）
い
つ
も
働
か
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
役
に
立
て
ま
せ
ん
。
」
と
。 

王
は
反
省
し
て
恥
じ
入
り
、
彼
ら
を
慰
め
て
帰
し
、
天
閑
と
同
じ
食
事
を
与
え
る
よ
う
命
じ
た
が
、
実
際
に
倉
か
ら
の
供
給

が
続
か
ず
、
名
目
だ
け
の
制
度
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
四
つ
の
厩
の
馬
は
す
べ
て
野
に
放
た
れ
る
こ
と
に
な
り
、
穀
物
を
見
れ
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ば
取
っ
て
喰
っ
た
の
で
、
農
民
も
耕
作
で
き
な
く
な
っ
た
。
老
人
や
弱
者
は
飢
え
死
に
し
、
壮
年
の
者
は
盗
賊
に
加
わ
り
、
馬

も
同
様
に
盗
賊
に
合
流
し
た
。
王
は
戦
い
に
使
え
る
馬
が
な
い
た
め
、
軍
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
天
下
は
荒
れ
果
て
て
し

ま
っ
た
。 

 

蜀
賈
（
蜀
国
の
薬
商
人
） 

 
 
 
1
.
12

 

原
文 

 

蜀
賈
三
人
、
皆
賣
藥
于
市
。
其
一
人
專
取
良
、
計
入
以
爲
出
、
不
虛
價
、
亦
不
過
取
贏
。
一
人
良
・
不
良
皆
取
焉
、
其
價
之

賤
貴
、
惟
買
者
之
欲
、
而
隨
以
其
良
・
不
良
應
之
。
一
人
不
取
良
、
惟
其
多
賣
、
則
賤
其
價
、
請
益
則
益
之
不
較
、
於
是
爭
趨

之
、
其
門
之
限
月
一
易
、
歳
餘
而
大
富
。
其
兼
取
者
趨
稍
緩
、
再
朞
亦
富
。
其
專
取
良
者
、
肆
日
中
如
宵
、
旦
食
而
昏
不
足
。

郁
離
子
見
而
嘆
曰
：
「
今
之
爲
士
者
亦
若
是
夫
。
昔
楚
鄙
三
縣
之
尹
三
、
其
一
廉
而
不
獲
于
上
官
、
其
去
也
無
以
就
舟
、
人
皆

笑
以
爲
癡
。
其
一
擇
可
而
取
之
、
人
不
尤
其
取
而
稱
其
能
賢
。
其
一
無
所
不
取
以
交
于
上
官
、
子
吏
卒
而
賓
富
民
、
則
不
待
三

年
、
舉
而
任
諸
綱
紀
之
司
、
雖
百
姓
亦
稱
其
善
。
不
亦
怪
哉
。
」 

 

訓
読 蜀

の

賈
あ
き
ん
ど

三
人
、
皆 

薬
を
市
に
売
る
。
其
の
一
人
は
専
ら
良
を
取
り
、
入
を
計
り
て
以
て
出
と
為
し
、
価
を
虚
に
せ
ず
、
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亦
た
過
ぎ
て
贏
を
取
ら
ず
。
一
人
は
良
・
不
良
皆
焉

こ
れ

を
取
り
、
其
の
価
の
賤
貴
、
惟
だ
買
う
者
の
欲
に
よ
り
、
随
ひ
て
其
の

良
・
不
良
を
以
て
之
に
応
ず
。
一
人
は
良
を
取
ら
ず
、
惟
だ
其
の
多
く
売
り
、
則
ち
其
の
価
を
賤
し
め
、
益
を
請
へ
ば
則
ち
之

を
益
し
て
較
べ
ず
。
是
に
於
ひ
て
争
ひ
之
れ
に
趨
り
、
其
の
門
の
限
も
月
に
一
た
び
易
わ
り
、
歳
余
に
し
て
大
い
に
富
む
。
其

の
兼
ね
取
る
者
、
趨
る
こ
と
稍
や
緩
く
、
再
び
朞
に
し
て
亦
た
富
む
。
其
の
専
ら
良
を
取
る
者
は
、
肆 

日
中
宵よ

る

の
如
く
、
旦

に
食
す
れ
ど
昏
に
足
ら
ず
。 

郁
離
子 

之
を
見
て
嘆
じ
て
曰
く
、
「
今
の
士
た
る
者
亦
た
是
の
若
し
。
昔
、
楚
鄙
三
県
の
尹
三
、
其
の
一

ひ
と
り

は
廉
に
し
て
上

官
に
獲
ら
れ
ず
、
其
の
去
る
や
舟
を
就
す
に
以
ふ
る
無
し
。
人
皆
笑
い
て
以
て
癡
か
な
り
と
為
す
。
其
の
一
は
可
を
擇
び
て
之

を
取
り
、
人 

其
の
取
る
を
尤と

が

め
ず
し
て
其
の
能
賢
を
称
す
。
其
の
一
は
取
ら
ざ
る
所
無
く
し
て
以
て
上
官
に
交
は
り
、
吏
卒

を
子
に
し
、
富
民
を
賓
に
す
。
則
ち
三
年
を
待
た
ず
し
て
挙
げ
ら
れ
て
綱
紀
の
司
に
任
ぜ
ら
れ
、
百
姓
と
雖
も
亦
た
其
の
善
を

称
す
。
（
１
）
亦
た
怪
し
か
ら
ず
や
。
」
と
。 

 

注 

（
１
）
鈴
木
敏
雄
氏
の
『
郁
離
子
全
訳
』
は
、
「
吏
卒
を
子
に
し
、
富
民
を
賓
に
す
」
県
尹
を
肯
定
的
に
捉
え
、
「
官
僚
や

役
人
は
子
供
の
よ
う
に
大
切
に
し
、
金
持
ち
も
上
客
の
よ
う
に
大
切
に
し
た
」
と
翻
訳
す
る
が
、
誤
っ
て
い
る
。
蜀
の
賈
の
話

が
提
示
す
る
よ
う
に
、
劉
基
は
こ
こ
で
、
ず
る
く
て
小
賢
し
い
人
が
逆
に
い
い
結
果
を
得
る
こ
と
の
皮
肉
と
し
て
い
る
。
だ
か

ら
「
亦
た
怪
し
か
ら
ず
や
」
と
嘆
く
の
で
あ
る
。 
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蜀
の
商
人
が
三
人
い
て
、
い
ず
れ
も
市
場
で
薬
を
売
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
一
人
は
良
い
薬
だ
け
を
選
ん
で
仕
入
れ
、
仕

入
れ
値
に
見
合
う
よ
う
に
売
り
値
を
つ
け
、
値
段
も
ご
ま
か
さ
ず
、
利
益
も
わ
ず
か
し
か
上
乗
せ
し
な
か
っ
た
。
も
う
一
人
は
、

良
い
薬
で
も
悪
い
薬
で
も
区
別
な
く
仕
入
れ
、
値
段
の
高
い
安
い
は
す
べ
て
買
い
手
の
望
み
に
任
せ
、
そ
れ
に
応
じ
て
良
し
悪

し
を
出
し
分
け
た
。
さ
ら
に
も
う
一
人
は
、
良
い
薬
は
仕
入
れ
ず
、
と
に
か
く
量
を
多
く
売
る
こ
と
だ
け
を
第
一
と
し
、
値
段

を
安
く
し
、
増
や
し
て
く
れ
と
言
わ
れ
れ
ば
増
や
し
、
値
段
を
比
べ
た
り
は
ま
っ
た
く
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
客
は
競
っ
て
そ

の
店
に
集
ま
り
、
店
の
敷
居
は
月
ご
と
に
す
り
減
っ
て
取
り
替
え
る
ほ
ど
に
な
り
、
一
年
余
り
で
大
金
持
ち
に
な
っ
た
。
良
い

薬
も
悪
い
薬
も
扱
う
者
は
、
客
の
集
ま
り
は
や
や
鈍
か
っ
ら
が
、
二
年
ほ
ど
で
や
は
り
金
持
ち
に
な
っ
た
。
し
か
し
良
い
薬
だ

け
を
扱
っ
た
者
は
、
店
が
日
中
で
も
夜
の
よ
う
に
閑
散
と
し
て
お
り
、
朝
食
を
取
っ
た
ら
夕
方
に
は
食
べ
る
も
の
に
困
る
ほ
ど

の
貧
し
さ
で
あ
っ
た
。 

郁
離
子
は
そ
れ
を
見
て
、
嘆
い
て
言
っ
た
、
「
今
の
士
と
い
う
も
の
も
、
ま
さ
に
こ
れ
と
同
じ
だ
。
昔
、
楚
の
田
舎
に
三
つ

の
県
が
あ
り
、
三
人
の
県
尹
が
い
た
。
そ
の
一
人
は
廉
潔
で
あ
っ
た
が
、
上
官
に
取
り
立
て
ら
れ
ず
、
辞
め
る
と
き
、
舟
に
乗

る
た
め
の
費
用
す
ら
な
く
、
人
々
に
は
愚
か
だ
と
笑
わ
れ
た
。
も
う
一
人
は
、
取
り
立
て
る
際
に
妥
当
な
も
の
だ
け
を
選
び
、

人
々
は
そ
の
取
立
て
を
と
が
め
ず
、
彼
の
才
能
と
徳
を
ほ
め
た
。
も
う
一
人
は
、
良
し
悪
し
を
問
わ
ず
、
何
も
無
差
別
に
受
け

取
り
、
そ
れ
を
も
と
に
上
官
に
取
り
入
っ
た
。
彼
は
部
下
の
役
人
を
子
分
の
よ
う
に
ほ
し
い
ま
ま
に
扱
い
、
富
民
の
み
を
賓
客
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と
み
な
し
て
尊
重
し
た
の
で
、
三
年
も
た
た
ず
に
抜
擢
さ
れ
て
監
察
の
要
職
に
就
い
た
。
一
般
の
民
衆
で
す
ら
、
彼
の
こ
と
を

良
い
と
称
え
た
。―

―

な
ん
と
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
」
と
。 

 

賄
賂
失
人
心
（
賄
賂
は
人
心
を
失
ふ
） 

 
 
 
1.13

 

原
文 

 

北
郭
氏
之
老
卒
・
僮
僕
爭
政
、
室
壞
不
修
且
壓
、
乃
召
工
謀
之
。
請
粟
、
曰
：
「
未
間
、
女
姑
自
食
。
」
役
人
告
飢
、
蒞
事

者
弗
白
而
求
賄
、
弗
與
、
卒
不
白
。
於
是
衆
工
皆
憊
恚
、
執
斧
鑿
而
坐
。
會
天
大
雨
霖
、
步
廊
之
柱
折
。
兩
廡
既
圮
、
次
及
于

其
堂
。
乃
用
其
人
之
言
、
出
粟
、
具
饔
餼
以
集
工
、
曰
：
「
惟
所
欲
而
與
、
弗
靳
。
」
工
人
至
、
視
其
室
不
可
支
、
則
皆
辭
。

其
一
曰
：
「
向
也
吾
飢
、
請
粟
而
弗
得
、
令
吾
飽
矣
。
」
其
二
曰
：
「
子
之
饔
餲
矣
、
弗
可
食
矣
。
」
其
三
曰
：
「
子
之
室
腐

矣
、
吾
無
所
用
其
力
矣
。
」
則
相
率
而
逝
。
室
遂
不
葺
以
圮
。
郁
離
子
曰
：
「
北
郭
氏
之
先
以
信
義
得
人
力
、
致
富
甲
天
下
。

至
其
後
世
、
一
室
不
保
、
何
其
忽
也
。
家
政
不
修
、
權
歸
下
隸
、
賄
賂
公
行
、
以
失
人
心
、
非
不
幸
矣
。
」 

 

訓
読 北

郭
氏
の
老
卒
・
僮
僕 

政
を
争
ひ
、
室
壊
れ
て
修
め
ず
し
て
且
に
圧
た
ん
と
し
、
乃
ち
工
を
召
し
て
之
を
謀
る
。
粟
を
請

ひ
、
曰
く
、
「
未
だ
間

い
と
ま

あ
ら
ず
、
女
姑

し
ば
ら

く
自
ら
食
ら
へ
。
」
と
。
役
人
は
飢
う
る
を
告
ぐ
。
蒞
事
者 

白
さ
ず
し
て
賄
を
求
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め
、
与
え
ざ
れ
ば
卒
に
白
さ
ず
。 

是
に
於
ひ
て
衆
工
皆
憊
恚
し
、
斧
鑿
を
執
り
て
坐
す
。
天 

大
雨
霖
に
会
ひ
て
、
歩
廊
の
柱 

折
れ
る
。
両
廡 

既
に
圮
れ
、

次
い
で
其
の
堂
に
及
ぶ
。
乃
ち
其
の
人
の
言
を
用
ひ
、
粟
を
出
し
饔
餼
を
具
へ
て
以
て
工
を
集
め
て
曰
く
、
「
惟
だ
欲
す
る
所

に
し
て
与
へ
ん
。
靳を

し
ま
ず
。
」
と
。
工
人
至
り
て
、
其
の
室
支さ

さ

ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
視
れ
ば
、
則
ち
皆
辞
す
。
其
の
一
曰
く
、

「
向
に
吾
飢
ゑ
て
粟
を
請
ふ
も
得
ず
。
今
吾
飽
く
。
」
と
。
其
の
二
曰
く
、
「
子
の
饔
餲す

え
、
食
ら
ふ
可
か
ら
ず
。
」
と
。
其

の
三
曰
く
、
「
子
の
室
腐
れ
り
。
吾
れ
其
の
力
を
用
ふ
る
所
無
し
。
」
と
。
則
ち
相
率
ゐ
て
逝
く
。
室
遂
に
葺
か
れ
ず
し
て
以

て
圮
る
。 

郁
離
子
曰
く
、
「
北
郭
氏
の
先
は
信
義
を
以
て
人
力
を
得
、
富 

天
下
に
甲
る
に
致
る
。
其
の
後
世
に
至
り
て
一
室
す
ら
保

た
ず
、
何
ぞ
其
れ
忽

ゆ
る
が

せ
な
る
や
。
家
政 
修
ま
ら
ず
、
権
は
下
隸
に
帰
し
、
賄
賂
を
公
に
行
ひ
て
以
て
人
心
を
失
ふ
。
不
幸
に

非
ざ
る
な
り
。
」
と
。 

 

現
代
語
訳 

北
郭
氏
の
家
で
は
、
老
人
の
家
僕
と
若
手
の
家
僕
が
家
政
を
奪
い
合
っ
て
い
た
の
で
、
家
屋
は
壊
れ
か
け
て
い
っ
て
も
修
理

を
せ
ず
、
今
に
も
倒
れ
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
主
人
は
工
匠
た
ち
を
呼
ん
で
修
理
に
つ
い
て
相
談
し
た
。
工
匠
た
ち
が
「
ま

ず
食
べ
物
を
く
だ
さ
い
」
と
求
め
た
と
こ
ろ
、
主
人
は
「
ま
だ
用
意
す
る
時
間
が
な
い
の
で
、
お
前
た
ち
は
し
ば
ら
く
自
分
で

食
べ
て
い
て
く
れ
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
（
工
匠
を
束
ね
る
）
役
人
が
「
皆
は
飢
え
て
い
ま
す
」
と
主
人
に
訴
え
よ
う
と
し
た
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が
、
現
場
の
管
理
人
は
そ
の
報
告
を
取
り
次
が
ず
、
か
え
っ
て
賄
賂
を
要
求
し
た
。
工
匠
が
賄
賂
を
渡
さ
な
い
と
、
管
理
人
も

主
人
に
報
告
し
な
か
っ
た
。 

こ
う
し
て
工
匠
た
ち
は
皆
疲
れ
、
怒
り
を
抱
え
な
が
ら
、
斧
や
鑿
を
手
に
持
っ
た
ま
ま
座
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
の
う
ち
、

大
雨
が
長
く
降
り
続
き
、
歩
廊
の
柱
が
折
れ
た
。
両
側
の
建
物
も
倒
れ
、
つ
い
に
は
母
屋
に
ま
で
被
害
が
及
び
そ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
主
人
は
よ
う
や
く
役
人
の
言
葉
を
聞
き
入
れ
、
粟
を
出
し
、
食
事
の
用
意
を
整
え
て
工
匠
を
集
め
、
「
匠
人
た
ち
の
望

み
ど
お
り
準
備
し
て
く
れ
。
け
ち
け
ち
す
る
な
」
と
管
理
人
に
言
っ
た
。
し
か
し
、
工
匠
た
ち
は
来
て
家
を
見
て
み
る
と
、
も

う
建
物
が
支
え
き
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、
み
な
断
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
る
者
は
言
っ
た
、
「
前
に
私
が
飢
え
て
い
る
時
、
粟
を

求
め
て
も
与
え
て
く
れ
な
か
っ
た
。
今
は
も
う
満
腹
だ
。
」
と
。
も
う
一
人
は
言
っ
た
、
「
あ
な
た
の
出
し
た
料
理
は
腐
り
か

け
て
い
て
、
食
べ
ら
れ
な
い
。
」
と
。
さ
ら
に
別
の
者
は
言
っ
た
、
「
あ
な
た
の
家
は
も
う
腐
っ
て
し
ま
っ
て
、
手
を
施
し
よ

う
が
な
い
。
」
と
。
そ
こ
で
工
匠
た
ち
は
連
れ
立
っ
て
帰
っ
て
し
ま
い
、
家
は
結
局
修
理
さ
れ
ず
に
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。 

郁
離
子
は
こ
れ
を
見
て
、
「
北
郭
氏
の
祖
先
は
、
誠
実
と
義
を
も
っ
て
人
々
の
協
力
を
も
ら
い
、
天
下
第
一
の
富
を
得
た
。

そ
れ
な
の
に
、
そ
の
子
孫
は
た
っ
た
一
軒
の
家
す
ら
守
れ
な
く
な
る
と
は
、
な
ん
と
お
ろ
そ
か
に
な
っ
た
こ
と
か
。
家
政
が
整

わ
ず
、
権
限
は
下
役
の
者
に
握
ら
れ
、
賄
賂
の
横
行
を
公
認
し
て
い
る
た
め
、
人
心
を
失
っ
た
。
運
が
悪
い
か
ら
の
で
は
な
く
、

自
ら
招
い
た
結
果
だ
。
」
と
。 

  
 

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想 

第
34
号 



- 287 - 

請
舶
得
葦
筏
（
舶
を
請
う
て
葦
の
筏
を
得
） 

 
 
 
1.14

 
原
文 

 

閼
逢
敦
牂
之
歳
、
戎
事
大
舉
。
有
薦
瓠
里
子
宓
於
外
閫
（
２
）
者
曰
：
「
瓠
里
先
生
實
知
兵
、
可
將
也
。
」
聘
至
、
瓠
里
子

過
郁
離
子
辭
、
且
請
言
焉
。
郁
離
子
仰
天
歎
曰
：
「
嗟
乎
悲
哉
！
是
舉
也
忠
矣
、
而
獨
不
爲
先
生
計
哉
？
」
瓠
里
子
曰
：
「
何

謂
也
？
」
郁
離
子
曰
：
「
昔
者
秦
始
皇
帝
東
巡
、
使
徐
市
入
海
求
三
神
蓬
萊
之
山
。
請
舶
、
弗
予
、
予
之
葦
筏
。
辭
曰
：
『
弗

任
。
』
秦
皇
帝
使
謁
者
讓
之
曰
：
『
人
言
先
生
之
有
道
也
、
寡
人
聽
之
。
而
必
求
舶
也
、
則
不
惟
人
皆
可
往
也
、
寡
人
亦
能
往

矣
、
而
焉
事
先
生
爲
哉
？
』
徐
市
無
以
應
、
退
而
私
具
舟
、
載
其
童
男
女
三
千
人
、
宅
海
島
而
國
焉
。
秦
皇
帝
留
連
海
濱
、
待

徐
市
不
至
、
不
得
三
神
山
而
歸
、
殂
於
沙
邱
。
今
之
用
事
者
皆
肉
食
（
３
）
、
吾
恐
先
生
之
請
舶
而
得
葦
筏
也
。
」
既
而
果
不

用
瓠
里
子
。 

 

訓
読 閼

逢
敦
牂
（
１
）
の
歳
、
戎
事
大
い
に
挙
る
。
瓠
里
子
の
宓
を
外
閫
（
２
）
に
於
い
て
薦
む
る
者
有
り
て
曰
く
、
「
瓠
里
先

生
は
実
に
兵
を
知
る
。
将
た
る
可
し
。
」
と
。
聘
し
て
至
る
や
、
瓠
里
子 

郁
離
子
を
過よ

ぎ

り
て
辞
し
、
且
つ
言
を
請
う
。
郁
離

子
天
を
仰
ぎ
て
嘆
じ
て
曰
く
、
「
嗟
乎
、
悲
し
い
か
な
！
是
の
挙
は
忠
な
り
。
而
る
に
独
り
先
生
の
為
に
計
ら
ざ
る
か
。
」
と
。

瓠
里
子
曰
く
、
「
何
の
謂
ぞ
や
？
」
と
。
郁
離
子
曰
く
、
「
昔む

者か
し

、
秦
始
皇
帝
東
巡
せ
し
と
き
、
徐
市
を
し
て
海
に
入
り
、
三
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神
蓬
莱
の
山
を
求
め
し
む
。
舶
を
請
ふ
も
、
予あ

た

へ
ず
、
葦
筏
を
予
ふ
。
辞
し
て
曰
く
、
『
任た

へ
ず
。
』
と
。
秦
皇
帝 

謁
者
を

し
て
之
を
讓
し
め
て
曰
く
、
『
人
、
先
生
に
道
有
り
と
い
い
、
寡
人 

之
を
聴
け
り
。
而
る
に
必
ず
舶
を
求
む
れ
ば
、
則
ち
惟

だ
人 
皆 
往
く
可
か
ら
ん
、
寡
人
も
亦
た
往
く
能
は
ん
。
而
ら
ば
焉
ん
ぞ
先
生
を
事
と
為
さ
ん
や
。
』
と
。
徐
市
応
ず
る
無

く
、
退
い
て
私
に
舟
を
具
え
、
其
の
童
男
・
女
三
千
人
を
載
せ
て
、
海
島
に
宅
み
て
国
と
す
。
秦
皇
帝 

海
浜
に
留
連
し
、
徐

市
を
待
て
ど
も
至
ず
、
三
神
山
を
得
ず
し
て
帰
り
、
沙
邱
に
殂
す
。
（
３
） 

今
の
用
事
者
皆
肉
食
（
４
）
な
り
。
吾
恐
る
ら

く
は
先
生
の
舶
を
請
ひ
、
葦
筏
を
得
ん
こ
と
を
。
」
と
。 

既
に
し
て
果
た
し
て
瓠
里
子
を
用
い
ず
。 

 

注 

（
１
）
閼
逢
敦
牂
は
、 

甲
午
。
甲
午
の
年
は
、
劉
基
の
生
涯
で
は
元
順
帝
の
至
正
十
四
年
（
一
三
五
四
年
）
に
あ
た
る
。

こ
の
年
に
お
い
て
、
劉
基
は
強
盗
（
反
乱
し
た
民
）
を
避
け
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
朝
廷
か
ら
去
っ
て
、
紹
興
へ
移
住
し
た
。

「
戎
事
大
い
に
挙
る
」
と
は
、
民
が
離
反
し
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。 

（
２
）
外
閫
：
本
来
は
城
郭
以
外
を
指
す
言
葉
で
あ
る
が
、
保
衛
と
繋
が
っ
て
い
る
。
『
史
記
』
巻
一
百
二 

 

馮
唐
列
伝
に

は
「
閫
以
内
者
寡
人
制
之
、
閫
以
内
者
先
生
制
之
」
と
あ
る
。 

（
３
）
鈴
木
敏
雄
氏
の
『
郁
離
子
全
訳
』
は
、
「
三
神
山
を
得
ず
し
て
帰
り
、
沙
邱
に
殂
す
」
を
徐
市
の
経
歴
と
す
る
が
、

誤
。
『
史
記
』
巻
六 

秦
始
皇
本
紀
に
、
「
三
十
七
年…

…

七
月
丙
寅
、
始
皇
崩
于
沙
丘
平
台
」
と
あ
る
。 
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（
４
）
肉
食
：
『
左
伝
』
莊
公
十
年
の
「
肉
食
者
鄙
」
が
典
拠
で
あ
り
、
目
先
が
き
か
な
い
官
僚
を
指
す
。 

 

現
代
語
訳 

 

甲
午
の
年
、
戦
争
が
大
規
模
に
起
こ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
あ
る
者
が
瓠
里
子
の
宓
と
い
う
人
物
を
地
方
防
衛
の
官
員
に
推
薦

し
て
、
「
瓠
里
先
生
は
本
当
に
兵
法
に
通
じ
て
お
り
、
将
軍
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
す
。
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
瓠
里

子
を
正
式
に
招
い
た
が
、
彼
は
ま
ず
郁
離
子
を
訪
れ
て
挨
拶
を
し
、
さ
ら
に
意
見
を
求
め
た
。
郁
離
子
は
天
を
仰
い
で
嘆
い
て

言
っ
た
、
「
な
ん
と
悲
し
い
こ
と
で
す
。
先
生
の
行
動
は
忠
義
そ
の
も
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
ご
自
身
の
こ
と
を
考
え
な
い
の

で
す
か
。
」
と
。
瓠
里
子
が
「
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
。
」
と
尋
ね
る
と
、
郁
離
子
は
語
っ
た
、
「
昔
、
秦
の
始
皇
帝
が
東
方

を
巡
幸
し
た
と
き
、
徐
市
に
、
海
に
出
て
三
神
山
の
う
ち
の
蓬
莱
を
探
さ
せ
ま
し
た
。
徐
市
が
『
大
き
な
船
を
く
だ
さ
い
』
と

頼
み
ま
し
た
が
、
皇
帝
は
船
を
与
え
ず
、
葦
で
作
っ
た
筏
を
渡
し
ま
し
た
。
徐
市
が
辞
退
し
、
『
こ
れ
は
任
に
堪
え
ま
せ
ん
』

と
言
う
と
、
始
皇
帝
は
使
者
に
命
じ
て
次
の
よ
う
に
責
め
た
、
『
世
間
の
人
は
皆
、
先
生
が
道
の
あ
る
方
だ
と
言
い
、
私
も
そ

れ
を
信
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
て
も
船
が
必
要
だ
と
言
う
な
ら
、
人
は
誰
で
も
海
に
行
け
る
し
、
私
で
も
自
ら
行
け

る
。
そ
れ
な
ら
、
ど
う
し
て
先
生
に
頼
む
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
』
と
。
徐
市
は
こ
れ
に
対
応
で
き
ず
、
退
い
て
自
分
で
船
を
作

り
、
童
男
・
童
女
三
千
人
を
乗
せ
て
海
島
ま
で
渡
り
、
そ
こ
で
国
を
築
き
ま
し
た
。
始
皇
帝
は
海
辺
で
徐
市
が
戻
る
の
を
待
ち

続
け
た
が
、
つ
い
に
帰
ら
ず
、
三
神
山
も
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
帰
還
し
、
沙
丘
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
今
の
権
力
を
握
る
者
は
、

皆
、
地
位
が
高
い
の
に
目
先
が
き
か
な
い
連
中
ば
か
り
で
す
。
先
生
が
大
き
な
船
を
頼
ん
で
も
、
葦
の
筏
し
か
与
え
ら
れ
な
い
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こ
と
を
心
配
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
。 

結
局
、
や
は
り
瓠
里
子
は
起
用
さ
れ
な
か
っ
た
。 

 

喩
治
（
治
を
喩
ふ
） 

 
 
 
1
.
1
5
 

原
文 

 

郁
離
子
曰
：
「
治
天
下
者
其
猶
醫
乎
。
醫
切
脈
以
知
證
、
審
證
以
爲
方
。
證
有
陰
陽
・
虛
實
、
脈
有
浮
沉
・
細
大
、
而
方
有

汗
下
・
補
瀉
・
針
灼
・
湯
齊
之
法
、
參
・
苓
・
薑
・
桂
・
麻
黃
・
芒
硝
之
藥
、
隨
其
人
之
病
而
施
焉
。
當
則
生
、
不
當
則
死
矣
。

是
故
知
證
知
脈
而
不
善
爲
方
、
非
醫
也
。
雖
有
扁
鵲
之
識
、
徒
嘵
嘵
而
無
用
。
不
知
證
不
知
脈
、
道
聽
塗
説
以
爲
方
、
而
語
人

曰
：
『
我
能
醫
』
、
是
賊
天
下
者
也
。
故
治
亂
證[

一]

也
、
紀
綱
脈
也
、
道
德
・
政
刑
方
與
法
也
、
人
才
藥
也
。
夏
之
政
尚
忠
、

殷
承
其
敝
而
救
之
以
質
。
殷
之
政
尚
質
、
周
承
其
敝
而
救
之
以
文
。
秦
用
酷
刑
・
苛
法
以
箝
天
下
、
天
下
苦
之
。
而
漢
承
之
以

寬
大
、
守
之
以
寧
壹
。
其
方
與
證
對
、
其
用
藥
也
無
舛
、
天
下
之
病
有
不
瘳
者
、
鮮
矣
。
」 

 

校
勘 

  [

一]

證
：
諸
本
は
「
政
」
に
作
る
。
文
脈
に
よ
っ
て
改
め
る
。 
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訓
読 

 
郁
離
子
曰
く
、
「
天
下
を
治
む
る
者
は
、
其
れ
猶
ほ
医
す
る
が
ご
と
き
か
。
医 

脈
を
切
し
て
以
て
証
を
知
り
、
証
を
審
ら

か
に
し
て
以
て
方
を
為
す
。
証
に
陰
陽
・
虚
実
有
り
、
脈
に
浮
沈
・
細
大
有
り
、
而
し
て
方
に
汗
下
・
補
瀉
・
針
灼
・
湯
斉
の

法
、
参
・
苓
・
姜
・
桂
・
麻
黄
・
芒
硝
の
薬
有
り
、
其
の
人
の
病
に
随
ひ
て
施
す
。
当
た
れ
ば
則
ち
生
き
、
当
た
ら
ざ
れ
ば
則

ち
死
す
。
是
の
故
に
証
を
知
り
脈
を
知
り
て
善
く
方
を
為
さ
ざ
る
は
医
に
非
ず
。
扁
鵲
の
識
有
り
と
雖
も
、
徒
ら
に
嘵
嘵
た
れ

ば
用
無
し
。
証
を
知
ら
ず
脈
を
知
ら
ず
、
道
聴
塗
説
し
て
以
て
方
と
為
し
、
人
に
語
り
て
曰
く
、
『
我
能
く
医
す
』
と
、
是
れ

天
下
を
賊そ

こ

な
ふ
者
な
り
。
故
に
治
乱
は
証
な
り
、
紀
綱
は
脈
な
り
、
道
徳
・
政
刑
は
方
と
法
な
り
、
人
才
は
薬
な
り
。
夏
の
政

は
忠
を
尚
び
、
殷
は
其
の
敝
を
承
け
て
之
を
救
ふ
に
質
を
以
て
す
。
殷
の
政
は
質
を
尚
び
、
周
は
其
の
敝
を
承
け
て
之
を
救
ふ

に
文
を
以
て
す
。
秦
は
酷
刑
・
苛
法
を
用
い
て
以
て
天
下
を
箝
し
、
天
下
之
に
苦
し
む
。
而
し
て
漢
は
之
を
承
け
て
寛
大
を
以

て
し
、
之
を
守
る
に
寧
壹
を
以
て
す
。
其
の
方
と
証
対
し
、
其
の
薬
を
用
ふ
る
こ
と
舛た

が

ふ
無
け
れ
ば
、
天
下
の
病 

瘳
ゆ
る
こ

と
無
き
者
鮮

す
く
な

し
。
」
と
。 

 

現
代
語
訳 

郁
離
子
は
言
っ
た
、
「
天
下
を
治
め
る
と
い
う
の
は
、
医
療
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
。
医
者
は
ま
ず
脈
を
と
っ
て
病
状
を
知

り
、
病
状
を
よ
く
見
極
め
て
か
ら
治
療
法
を
決
め
る
。
病
状
に
は
陰
・
陽
、
虚
・
実
の
違
い
が
あ
り
、
脈
に
も
浮
・
沈
、
細
・

大
の
区
別
が
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
治
療
法
に
は
、
発
汗
、
補
ふ
法
、
瀉
す
法
、
鍼
灸
、
湯
薬
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
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り
、
薬
も
、
参
・
苓
・
生
姜
・
桂
・
麻
黄
・
芒
硝
な
ど
い
ろ
い
ろ
と
使
い
分
け
、
人
の
病
状
に
即
し
て
こ
れ
ら
を
施
す
。
診
断

と
治
療
が
適
切
な
ら
病
人
は
生
き
る
が
、
誤
れ
ば
死
ん
で
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
病
状
を
理
解
し
、
脈
を
知
り
な
が
ら
、
良
い
治

療
が
で
き
な
い
者
は
医
者
と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
扁
鵲
の
よ
う
な
名
医
と
同
じ
見
識
が
あ
っ
て
も
、
た
だ
口
ば
か
り
で
騒
ぎ

立
て
る
な
ら
役
に
立
た
な
い
。
ま
た
、
病
状
も
知
ら
ず
脈
も
理
解
せ
ず
、
道
端
の
噂
を
聞
き
か
じ
っ
て
治
療
と
し
、
自
分
は

『
医
術
が
で
き
る
』
な
ど
と
吹
聴
す
る
者
は
、
天
下
に
害
を
も
た
ら
す
者
と
な
る
。
（
国
家
の
統
治
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が

言
え
る
。
）
世
の
乱
れ
は
病
状
で
あ
り
、
政
治
秩
序
は
脈
で
あ
り
、
道
徳
や
刑
罰
は
治
療
に
当
た
り
、
人
材
は
薬
に
当
た
る
。

夏
王
朝
の
政
治
は
忠
を
尊
び
、
殷
は
夏
王
朝
の
衰
微
に
あ
た
っ
て
そ
の
弊
害
を
質
で
救
お
う
と
し
た
。
殷
の
政
治
は
質
を
尊
び
、

周
は
殷
王
朝
の
衰
微
に
あ
た
っ
て
そ
の
弊
害
を
文
（
礼
楽
・
制
度
）
で
正
し
た
。
秦
は
酷
刑
と
苛
法
で
天
下
を
押
さ
え
つ
け
、

人
民
は
大
い
に
苦
し
ん
だ
。
そ
れ
に
対
し
、
漢
王
朝
は
寛
大
な
政
治
を
行
い
、
安
定
さ
せ
て
統
一
を
維
持
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

治
療
と
病
状
と
の
関
係
を
正
し
く
把
握
し
、
薬
の
使
い
方
を
誤
ら
な
け
れ
ば
、
天
下
の
病
で
治
ら
な
い
も
の
な
ど
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
」
と
。 

 

噪
虎
（
虎
に
噪
ぐ
） 

 
 
 
1
.
1
6 

原
文 

 

郁
離
子
以
言
忤
于
時
、
爲
用
事
者
所
惡
、
欲
殺
之
。
大
臣
有
薦
其
賢
者
。
惡
之
者
畏
其
用
、
颺
言
毀
諸
庭
、
庭
立
者
多
和
之
。

或
問
和
之
者
曰
：
「
若
識
其
人
乎
？
」
曰
：
「
弗
識
、
而
皆
聞
之
矣
。
」
或
以
告
郁
離
子
。
郁
離
子
笑
曰
：
「
女
几
之
山
、
乾
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鵲
所
巢
、
有
虎
出
于
樸
簌
、
鵲
集
而
噪
之
。
鴝
鵒
聞
之
、
亦
集
而
噪
。
鵯
鶋
見
而
問
之
曰
：
『
虎
、
行
地
者
也
、
其
如
子
何
哉
、

而
噪
之
也
？
』
鵲
曰
：
『
是
嘯
而
生
風
、
吾
畏
其
顛
吾
巢
、
故
噪
而
去
之
。
』
問
於
鴝
鵒
、
鴝
鵒
無
以
對
。
鵯
鶋
笑
曰
：
『
鵲

之
巢
木
末
也
、
畏
風
故
忌
虎
。
爾
穴
居
者
也
，
何
以
噪
爲
？
』
」 

 

訓
読 郁

離
子
、
言
を
以
て
時
に
忤

さ
か
ら

い
、
用
事
者
の
悪
む
所
と
為
り
、
殺
さ
ん
と
欲
す
。
大
臣
に
其
の
賢
を
薦
む
る
者
有
り
。
之
を

悪
む
者
は
其
の
用
ひ
ら
る
る
を
畏
れ
、
言
を
颺あ

げ
て
諸
を
庭
に
毀そ

し

り
、
庭
に
立
つ
者
多
く
之
に
和
す
。
或
る
ひ
と
之
に
和
す
る

者
に
問
ひ
て
曰
く
、
「
若
は
其
の
人
を
識
る
か
。
」
と
。
曰
く
、
「
識
ら
ず
。
而
れ
ど
も
皆
之
を
聞
け
り
。
」
或
る
ひ
と
以
て

郁
離
子
に
告
ぐ
。
郁
離
子
笑
い
て
曰
く
、
「
女
几
の
山
、
乾
鵲 

巣
く
ふ
所
、
虎 

樸
簌
よ
り
出
づ
る
こ
と
有
り
、
鵲 

集
ま

り
て
之
に
噪さ

わ

ぐ
。
鴝
鵒 

之
を
聞
き
て
、
亦
た
集
ま
り
て
噪
ぐ
。
鵯
鶋
見
て
之
に
問
ひ
て
曰
く
、
『
虎
は
地
を
行
く
者
な
り
。

其
れ
子
を
如
何
せ
ん
や
、
而
る
に
之
に
噪
ぐ
や
。
』
と
。
鵲
曰
く
、
『
是
れ
嘯

う
そ
ぶ

い
て
風
を
生
ず
。
吾 

其
の
吾
が
巣
を
顛
す
る

を
畏
る
。
故
に
噪
ぎ
て
之
を
去
ら
し
む
。
』
と
。
鴝
鵒
に
問
ひ
て
、
鴝
鵒 

以
て
対こ

た

ふ
る
こ
と
無
し
。
鵯
鶋
笑
ひ
て
曰
く
、

『
鵲
の
巣
は
木
の
末
な
り
。
風
を
畏
る
る
が
故
に
虎
を
忌
む
。
爾
は
穴
に
居
る
者
な
り
。
何
を
以
て
噪
ぐ
や
。
』
と
。
」
と
。 

 

現
代
語
訳 

郁
離
子
は
言
論
が
当
時
の
権
力
者
に
逆
ら
い
、
権
力
者
に
憎
ま
れ
、
つ
い
に
は
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
あ
る
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大
臣
が
、
郁
離
子
の
賢
さ
を
王
に
推
薦
し
た
。
憎
む
者
は
、
も
し
郁
離
子
が
登
用
さ
れ
れ
ば
困
る
と
心
配
し
、
朝
廷
で
彼
を
中

傷
す
る
言
説
を
広
め
、
廷
臣
た
ち
に
も
そ
れ
に
調
子
を
合
わ
せ
る
者
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
あ
る
人
が
調
子
を
合
わ
せ
る
者

に
、
「
郁
離
子
と
い
う
人
物
を
知
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
」
と
問
い
た
だ
し
た
が
、
「
知
ら
な
い
。
し
か
し
皆
が
そ
う
言
っ
て

い
る
か
ら
。
」
と
答
え
ら
れ
た
。
そ
の
話
が
郁
離
子
に
伝
え
ら
れ
る
と
、
郁
離
子
は
笑
っ
て
言
っ
た
、
「
女
几
山
に
は
、
カ
サ

サ
ギ
が
巣
を
作
っ
て
住
ん
で
い
る
が
、
虎
が
草
む
ら
か
ら
現
れ
る
と
、
カ
サ
サ
ギ
は
集
ま
っ
て
威
嚇
す
る
。
そ
の
声
を
聞
い
た

ハ
ッ
カ
チ
ョ
ウ
も
、
理
由
も
知
ら
な
い
ま
ま
集
ま
っ
て
同
じ
よ
う
に
騒
ぎ
始
め
た
。
ヒ
ヨ
ド
リ
が
こ
の
状
況
を
見
て
に
尋
ね
た
、

『
虎
は
地
面
を
歩
く
だ
け
の
動
物
だ
。
お
前
た
ち
に
な
ん
の
害
が
あ
る
の
か
。
な
ぜ
威
嚇
し
た
り
す
る
の
か
。
』
と
。
カ
サ
サ

ギ
は
、
『
虎
が
吠
え
る
と
風
が
起
こ
る
。
私
は
そ
の
風
で
自
分
の
巣
が
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
の
が
怖
い
か
ら
、
威
嚇
し
て
お
っ
払

う
の
だ
。
』
と
答
え
た
。
ハ
ッ
カ
チ
ョ
ウ
に
聞
い
て
み
る
と
、
ハ
ッ
カ
チ
ョ
ウ
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ヒ

ヨ
ド
リ
が
笑
っ
て
言
っ
た
、
『
カ
サ
サ
ギ
の
巣
は
木
の
先
端
に
あ
る
か
ら
風
を
恐
れ
、
虎
を
嫌
う
理
由
が
あ
る
。
だ
が
君
た
ち

は
地
面
の
穴
に
住
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
ど
う
し
て
威
嚇
し
た
り
す
る
の
さ
。
』
と
。
」
と
。 

 

摶
沙
（
沙
を
摶
む
） 

 
 
 
1
.
1
7 

原
文 

 

郁
離
子
曰
：
「
民
猶
沙
也
、
有
天
下
者
惟
能
摶
而
聚
之
耳
。
堯
・
舜
之
民
、
猶
以
漆
摶
沙
、
無
時
而
解
。
故
堯
崩
、
百
姓
如

喪
考
妣
、
三
載
、
四
海
遏
密
八
音
、
非
威
驅
而
令
肅
之
也
。
三
代
之
民
、
猶
以
膠
摶
沙
、
雖
有
時
而
融
、
不
釋
然
離
也
。
故
以
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子
孫
傳
數
百
年
、
必
有
無
道
之
君
而
後
衰
、
又
繼
而
得
賢
焉
則
復
興
。
必
有
大
無
道
如
桀
與
紂
、
而
又
有
賢
聖
諸
侯
如
商
湯
・

周
武
王
者
間
之
而
後
亡
。
其
無
道
未
如
桀
・
紂
者
不
亡
、
無
道
如
桀
・
紂
而
無
賢
聖
諸
侯
適
丁
其
時
而
間
之
者
亦
不
亡
。
霸
世

之
民
、
猶
以
水
摶
沙
、
其
合
也
若
不
可
開
、
猶
水
之
冰
然
、
一
旦
消
釋
、
則
渙
然
離
矣
。
其
下
者
以
力
聚
之
、
猶
以
手
摶
沙
、

拳
則
合
、
放
則
散
。
不
求
其
聚
之
之
道
、
而
以
責
于
民
曰
：
『
是
頑
而
好
叛
。
』
嗚
呼
、
何
其
不
思
之
甚
也
。
」 

 

訓
読 郁

離
子
曰
く
、
「
民
猶
ほ
沙
の
ご
と
し
。
天
下
を
有
つ
者
、
惟
だ
能
く
之
を
摶ま

る

め
て
聚
む
る
の
み
。
堯
・
舜
の
民
は
、
猶
ほ

漆
を
以
て
沙
を
摶
む
る
が
ご
と
く
、
時
と
し
て
解
く
る
こ
と
無
し
。
故
に
堯
崩
ず
れ
ば
百
姓 

考
妣
を
喪
ふ
が
如
く
し
、
三
載

に
、
四
海 

八
音
を
遏
密
す
。
威
も
て
駆
り
て
令
を
も
っ
て
之
を
肅
せ
し
む
る
に
非
ざ
る
な
り
。
三
代
の
民
は
猶
ほ
膠
を
以
て

沙
を
摶
む
る
が
ご
と
く
、
時
と
し
て
融
く
る
こ
と
有
り
と
雖
も
、
釈
然
と
し
て
離
れ
ず
。
故
に
子
孫
に
以
て
数
百
年
を
伝
へ
、

必
ず
無
道
の
君
有
り
て
後
に
衰
ふ
る
も
、
又
た
継
い
で
然
る
に
賢
を
得
れ
ば
則
ち
復
た
興
る
。
必
ず
大
い
に
無
道
な
る
、
桀
と

紂
の
如
き
有
り
、
又
た
賢
聖
の
諸
侯
、
商
湯
・
周
武
王
の
如
き
者
有 

り
て
之
を
間
に
す
れ
ば
後
に
亡
ぶ
。
其
の
無
道
の
未
だ

桀
・
紂
の
如
く
な
ら
ざ
る
者
は
亡
び
ず
、
桀
・
紂
の
如
く
無
道
な
る
も
賢
聖
の
諸
侯
適
に
其
の
時
に
丁あ

た

り
、
之
を
間
す
る
も
の

無
く
ん
ば
、
亦
た
亡
び
ず
。
霸
世
の
民
は
、
猶
ほ
水
を
以
て
沙
を
摶
む
る
が
ご
と
し
。
其
の
合
ふ
や
開
く
可
か
ら
ざ
る
が
若
く
、

猶
ほ
水
の
氷
の
ご
と
く
然
り
。
一
旦
消
釈
す
れ
ば
則
ち
渙
然
と
し
て
離
る
。
其
の
下
の
者
、
力
を
以
て
之
を
聚
む
れ
ば
、
猶
ほ

手
を
以
て
沙
を
摶
む
る
が
ご
と
し
。
拳
す
れ
ば
則
ち
合
ひ
、
放
て
ば
則
ち
散
る
。
其
の
之
を
聚
む
る
の
道
を
求
め
ず
し
て
、
以
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て
民
を
責
め
て
曰
く
、
『
是
れ
頑
に
し
て
叛
く
を
好
む
。
』
と
。
嗚
呼
、
何
ぞ
其
れ
思
は
ざ
る
こ
と
甚
だ
し
き
や
。
」
と
。 

 

現
代
語
訳 

郁
離
子
は
言
っ
た
、
「
民
は
砂
の
よ
う
な
も
の
だ
。
天
下
を
治
め
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
砂
を
う
ま
く
固
め
て
ま
と
め
る
だ

け
の
こ
と
だ
。
堯
・
舜
の
時
代
の
民
は
、
ま
る
で
漆
で
砂
を
固
め
る
よ
う
で
あ
り
、
決
し
て
崩
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か

ら
堯
帝
が
亡
く
な
っ
た
時
、
百
姓
は
ま
る
で
父
母
を
失
っ
た
よ
う
に
悲
し
み
、
三
年
間
、
天
下
で
は
音
楽
が
完
全
に
止
ん
だ
。

こ
れ
は
、
威
圧
し
て
命
令
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
民
が
心
か
ら
敬
愛
し
て
い
た
か
ら
だ
。
三
代
の
民
は
、
膠
で
砂
を
固
め
る
よ

う
に
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
一
時
的
に
ゆ
る
む
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
完
全
に
ば
ら
ば
ら
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

王
朝
は
子
孫
へ
数
百
年
も
受
け
継
が
れ
、
無
道
の
君
主
が
出
る
限
り
衰
え
る
も
の
の
、
賢
君
が
現
れ
れ
ば
再
び
興
盛
し
た
。
必

ず
桀
や
紂
の
よ
う
な
極
め
て
暴
虐
な
王
が
出
て
、
さ
ら
に
商
の
湯
王
や
周
の
武
王
の
よ
う
な
聖
賢
の
諸
侯
が
い
て
、
こ
れ
を
討

つ
場
合
に
は
じ
め
て
滅
亡
し
た
。
暴
君
が
現
れ
て
も
、
桀
・
紂
ほ
ど
の
無
道
さ
で
な
け
れ
ば
国
は
滅
び
ず
、
桀
・
紂
ほ
ど
暴
虐

な
君
主
が
い
て
も
、
そ
れ
を
討
つ
賢
聖
な
諸
侯
が
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
い
な
け
れ
ば
、
や
は
り
滅
び
な
い
。
覇
者
の
時
代
の
民
は
、

水
で
砂
を
固
め
る
よ
う
な
も
の
だ
。
一
見
し
っ
か
り
固
ま
っ
て
い
て
、
水
が
氷
に
な
っ
た
よ
う
だ
が
、
い
っ
た
ん
溶
け
て
し
ま

え
ば
、
砂
は
一
気
に
崩
れ
去
る
。
さ
ら
に
下
等
の
君
主
は
、
力
ず
く
で
民
を
集
め
て
支
配
と
す
る
が
、
こ
れ
は
手
で
砂
を
握
り

固
め
る
よ
う
な
も
の
だ
。
握
れ
ば
丸
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
手
を
開
け
ば
す
ぐ
散
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
民
を
ま
と
め
る
道
を
求
め
ず
、
か
え
っ
て
民
を
責
め
立
て
て
、
『
民
は
頑
迷
で
反
逆
し
や
す
い
』
と
い
う
。
あ
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あ
、
な
ん
と
考
え
の
浅
い
こ
と
だ
ろ
う
。
」
と
。 

 

虞
卿
諫
賞
盜
（
虞
卿 

盗
み
を
賞
す
る
を
諫
む
） 

 
 
 
1.18 

原
文 

 

平
原
君
患
盜
、
誅
之
不
能
禁
。
或
曰
：
「
更
賞
之
、
足
則
戢
矣
。
」
虞
卿
曰
：
「
不
可
。
先
王
立
賞
罰
以
勸
懲
善
惡
。
衰
世

之
政
也
、
雖
微
、
猶
足
以
激
其
趨
。
故
賞
禁
僭
、
罰
禁
濫
、
縣
衡
以
稱
之
、
猶
懼
其
不
平
也
、
而
況
敢
逆
施
之
乎
？
夫
民
之
輕

禁
以
逞
欲
、
如
水
之
決
、
必
有
所
自
。
求
而
塞
之
、
斯
可
矣
。
今
此
之
不
索
、
而
力
遏
其
流
、
至
于
不
能
制
、
乃
不
省
其
闕
、

而
欲
矯
以
逆
先
王
之
法
度
、
是
猶
欲
止
水
而
去
其
防[

一]

也
。
其
庸
有
瘳
乎
？
夫
民
、
有
欲
而
無
厭
者
也
。
節
以
制
之
、
猶
或

逾
焉
。
盜
而
獲
賞
、
利
莫
大
矣
。
利
之
所
在
、
民
必
趨
焉
。
趨
而
禁
之
、
是
貳
政
也
。
趨
而
不
禁
、
人
盡
盜
矣
、
是
鼓
亂
也
。

不
臧
孰
甚
焉
？
」
平
原
君
豁
然
而
寤
、
起
、
再
拜
受
教
、
盡
散
其
私
財
以
濟
貧
乏
、
申
明
舊
章
、
而
重
購
以
賞
獲
盜
者
。
於
是

趙
盜
皆
走
之
燕
。
道
不
拾
遺
、
虞
卿
之
教
也
。 

 

校
勘 

  [

一]

防
：
底
本
は
「
坊
」
に
作
る
。
正
徳
本
は
こ
れ
を
正
し
、
以
降
の
諸
本
も
「
防
」
に
作
る
。 

 

訓
読 
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平
原
君
、
盗
を
患
ひ
、
之
を
誅
す
れ
ど
も
禁
ず
る
能
は
ず
。
或
る
人
曰
く
、
「
更
へ
て
之
を
賞
せ
、
足
れ
ば
則
ち
戢
ま
ら

ん
。
」
と
。
虞
卿
曰
く
、
「
不
可
な
り
。
先
王
、
賞
罰
を
立
つ
る
は
善
悪
を
勧
懲
す
る
を
以
て
な
り
。
衰
世
の
政
な
れ
ば
、
微

な
り
と
雖
も
、
猶
ほ
以
て
其
の
趨
き
を
激
す
る
に
足
る
。
故
に
賞
は
僭
を
禁
じ
、
罰
は
濫
を
禁
じ
、
衡
を
縣
け
て
以
て
之
を
称

る
と
い
え
ど
も
、
猶
ほ
其
の
不
平
を
懼
る
な
り
。
況
ん
や
敢
え
て
逆
に
之
を
施
す
を
や
。 

夫
れ
民
の
禁
を
軽
ん
じ
て
以
て
欲
を

逞
た
く
ま
し

く
す
る
は
、
水
の
決
す
る
が
如
く
、
必
ず
自
る
所
有
り
。
求
め
て
こ
れ
を
塞
ぐ
、

斯
れ
可
な
り
。
今
此
れ
を
索
め
ず
し
て
、
而
れ
ど
も
其
の
流
れ
を
遏
め
ん
と
力
め
、
制
す
る
能
わ
ざ
る
に
至
る
。
乃
ち
其
の
闕

く
所
を
省
み
ず
し
て
、
矯
す
る
に
先
王
の
法
度
に
逆
ら
ふ
を
以
て
せ
ん
と
欲
す
る
は
、
是
れ
猶
ほ
水
を
止
め
ん
と
欲
し
て
其
の

防
を
去
る
が
ご
と
し
。
其
れ
庸
ぞ
瘳
ゆ
る
有
ら
ん
や
。 

夫
れ
民
は
、
欲
有
り
て
厭
く
る
こ
と
無
き
者
な
り
。
節
し
て
以
て
之
を
制
す
れ
ど
も
、
猶
ほ
或
い
は
逾
ゆ
。
盗
し
て
賞
を
獲

ら
ば
、
利 

こ
れ
よ
り
大
な
る
は
無
し
。
利
の
在
る
所
、
民
必
ず
焉
に
趨
く
。
趨
ら
し
め
て
之
を
禁
ず
れ
ば
、
是
れ
政
を
貳
つ

に
す
る
な
り
。
趨
い
て
禁
ぜ
ざ
れ
ば
、
人
尽
く
盗
す
。
是
れ
乱
を
鼓
す
る
な
り
。
臧よ

か
ら
ざ
る
こ
と
孰
れ
か
甚
だ
し
き
や
。
」

と
。 平

原
君
豁
然
と
し
て
寤
り
、
起
ち
て
再
拝
し
て
教
へ
を
受
け
、
尽
く
其
の
私
財
を
散
じ
て
以
て
貧
乏
を
済
ひ
、
旧
章
を
申
明

し
、
購

あ
が
な

ひ
を
重
く
し
て
盗
を
獲
る
者
を
賞
す
。
是
に
於
い
て
趙
の
盗
皆
走
り
て
燕
に
之
く
。
道
に
拾
遺
せ
ざ
る
は
。
虞
卿
の
教

へ
な
り
。 
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現
代
語
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趙
国
の
平
原
君
は
、
国
内
で
盗
賊
が
多
い
こ
と
に
悩
み
、
盗
賊
を
処
罰
し
て
も
、
盗
み
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
者
は

「
逆
に
盗
賊
に
賞
を
与
え
、
利
益
が
十
分
で
あ
れ
ば
か
え
っ
て
収
ま
る
で
し
ょ
う
。
」
と
建
言
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
虞
卿
は

言
っ
た
、
「
そ
れ
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
先
王
が
賞
と
罰
を
定
め
た
の
は
、
善
を
励
ま
し
て
悪
を
戒
め
る
た
め
で
す
。
世

が
衰
え
ま
す
と
、
賞
罰
は
些
細
で
も
、
人
々
の
行
動
を
動
か
す
に
は
十
分
で
す
。
だ
か
ら
、
褒
賞
は
適
切
な
基
準
を
超
え
る
の

を
抑
え
、
罰
は
濫
用
を
抑
え
、
常
に
秤
を
か
け
て
バ
ラ
ン
ス
を
保
と
う
と
し
、
そ
れ
で
も
な
お
不
公
平
を
恐
れ
る
ほ
ど
慎
重
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
、
そ
の
仕
組
み
に
逆
ら
う
よ
う
な
や
り
方
を
ど
う
し
て
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
」 

「
民
が
禁
令
を
軽
ん
じ
、
欲
望
を
逞
し
く
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
水
が
決
壊
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
必
ず
そ
の
原
因
が
あ

り
ま
す
。
原
因
を
探
し
出
し
て
、
き
ち
ん
と
塞
げ
ば
宜
し
い
で
す
。
し
か
し
今
は
原
因
を
調
べ
も
せ
ず
、
た
だ
力
で
水
流
を
押

さ
え
つ
け
よ
う
と
し
て
も
、
制
御
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
自
ら
の
過
ち
を
顧
み
ず
、
先
王
の
法
度
に
逆
ら
う
方

法
で
矯
正
し
よ
う
と
す
る
な
ど
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
水
を
止
め
た
い
の
に
堤
防
を
壊
し
て
し
ま
う
の
と
同
様
で
す
。
そ
れ
で
ど

う
し
て
治
ま
る
可
能
性
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
」 

「
ま
た
、
民
と
い
う
も
の
は
欲
が
あ
っ
て
厭
く
な
き
も
の
で
す
。
節
度
を
も
っ
て
抑
え
よ
う
と
し
て
も
、
越
え
る
こ
と
が
あ

る
ほ
ど
で
す
。
も
し
盗
み
を
す
れ
ば
賞
が
得
ら
れ
る
と
な
れ
ば
、
利
益
は
莫
大
で
す
。
利
益
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
民
は
必
ず

赴
き
ま
す
。
赴
い
て
群
が
ら
せ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
禁
じ
れ
ば
、
こ
れ
は
貳
政
に
な
り
ま
す
。
群
が
る
の
に
禁
じ
な
け
れ

ば
、
民
は
皆
盗
み
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
は
乱
れ
を
鼓
舞
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
ん
な
に
悪
い
こ
と
が
ほ
か
に
あ
り
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ま
し
ょ
う
か
。
」
と
。 

平
原
君
は
は
っ
と
悟
り
、
立
ち
上
が
っ
て
丁
寧
に
挨
拶
し
、
教
え
を
受
け
入
れ
た
。
そ
し
て
私
財
を
惜
し
み
な
く
分
け
与
え

て
貧
し
い
者
を
救
い
、
古
来
の
賞
罰
を
再
び
明
確
に
し
、
盗
賊
を
捕
ら
え
た
者
に
は
高
額
の
賞
金
を
与
え
る
制
度
を
設
け
た
。

す
る
と
、
趙
の
国
内
に
い
た
盗
賊
は
み
な
燕
へ
逃
げ
去
っ
た
。
道
に
は
落
と
し
物
す
ら
拾
わ
れ
な
い
ほ
ど
治
安
が
回
復
し
た
。

こ
れ
は
虞
卿
の
教
え
の
お
か
げ
で
あ
る
。 

 

論
智
（
智
を
論
ず
） 

 
 
 
1
.
1
9
 

原
文 

 

州
之
庸
問
於
郁
離
子
曰
：
「
雲
山
出
也
、
而
山
以
之
靈
。
煙
火
出
也
、
而
火
以
之
畜
。
不
亦
異
哉
？
」
郁
離
子
曰
：
「
善
哉

問
。
夫
人
之
用
智
者
亦
猶
是
也
。
夫
智
人
出
也
、
善
用
之
、
猶
山
之
出
雲
也
。
不
善
用
之
、
猶
火
之
出
煙
也
。
韓
非
囚
秦
、
晁

錯
死
漢
、
煙
出
火
也
。
」 

 

訓
読 州

の
庸
、
郁
離
子
に
問
ひ
て
曰
く
、
「
雲
は
山
よ
り
出
で
、
山 
之
を
以
て
霊
と
為
す
。
煙
は
火
よ
り
出
で
、
火 

之
を
以

て
畜や

む
（
１
）
。
亦
た
異
な
ら
ず
や
？
」
と
。
郁
離
子
曰
く
、
「
善
い
か
な
問
ひ
。
夫
れ
人
の
智
を
用
ふ
る
者
も
亦
た
之
に
猶

ほ
是
の
ご
と
し
。
夫
れ
智
は
人
よ
り
出
で
、
善
く
之
を
用
ふ
れ
ば
、
猶
ほ
山
の
雲
を
出
だ
す
が
如
し
。
善
く
用
ひ
ざ
れ
ば
、
猶
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ほ
火
の
煙
を
出
だ
す
が
如
し
。
韓
非 

秦
に
囚
は
れ
、
晁
錯 

漢
に
死
す
る
は
、
煙
の
火
よ
り
出
づ
る
な
り
。
」 

 

注 

 

（
１
）
『
説
文
解
字
』
巻
十
一 

火
部
に
「
熄
、
畜
火
也
。
从
火
息
聲
。
亦
曰
滅
火
」
と
あ
り
、
「
畜
」
は
火
を
止
む
（
消

す
）
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
鈴
木
敏
雄
氏
の
『
郁
離
子
全
訳
』
は
こ
の
意
味
を
捉
え
ず
、
「
火
種
を
蓄
え
る
畜
火
」
と
翻
訳
し
、

後
の
文
脈
に
通
じ
な
い
。 

 

現
代
語
訳 

州
の
庸
が
郁
離
子
に
尋
ね
た
、
「
雲
は
山
か
ら
生
じ
、
そ
の
た
め
に
山
は
霊
妙
な
も
の
と
見
な
さ
れ
ま
す
。
ま
た
煙
は
火
か

ら
生
じ
、
し
か
し
煙
の
せ
い
で
火
が
消
え
ま
す
。
変
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」
と
。
郁
離
子
は
、
「
良
い
問
い
だ
な
あ
。
そ
も

そ
も
人
が
智
恵
を
用
い
る
こ
と
も
、
こ
れ
と
同
じ
な
の
だ
。
智
恵
は
人
か
ら
生
じ
る
が
、
そ
れ
を
う
ま
く
用
い
れ
ば
、
山
が
雲

を
生
む
よ
う
に
良
い
働
き
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
、
う
ま
く
用
い
な
け
れ
ば
、
火
が
煙
を
噴
き
出
す
よ
う
に
自
ら
に
害
を
生
む
。

韓
非
が
秦
に
幽
閉
さ
れ
、
晁
錯
が
漢
で
誅
さ
れ
た
の
は
、
煙
が
火
か
ら
出
る
よ
う
に
、
自
ら
禍
い
を
買
っ
た
の
だ
。
」
と
。 
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